
 

 
平成２４年６月２１日 

 

日本年金機構 

平成２４年２月の年金定期支払における所得税の過徴収調査委員会 

 

 

平成２４年２月の年金定期支払における所得税の過徴収 

調査報告書（概要） 

 

＜事象の概要＞ 

年金受給者から提出いただいた扶養親族等申告書に関する電算処理につい

て、委託業者による一部入力漏れがあり、約７万人の年金受給者の所得税が

本来額より多く源泉徴収される（総額約１７億円）というシステム処理誤り

が発生した。 

 

１ 調査委員会の設置・開催 

この処理誤りに関して平成２４年２月２２日に調査委員会を設置し、原因

や背景の確認及び分析、並びに再発防止策を含めた評価を行い、その検証結

果について報告書にまとめた。 

 

２ 扶養親族等申告書に関する事務処理概要 

年金の支払者である機構は、課税対象年金受給者の所得税を源泉徴収する

ことが義務付けられており、当該年金受給者から提出される扶養親族等申告

書の申告内容に応じ、システム処理を行い、算出された税額を、年金支払額

から源泉徴収している。 

 

３ システム処理誤りの経緯 

システム処理誤りの発生から当面の事後対応までの主な経緯の概要は次の

とおりである。 

〔平成２３年〕 

１２月 ５日 業務管理部からシステム運用部へ、１２月６日の電算処理分として扶養親

族等申告書の磁気テープを回付。その中の一部の磁気テープについては、

本来の処理予定日である１２月２８日に電算処理することに決定。 

１２月２８日 １２月２７日回付分の磁気テープは電算処理されたが、１２月５日に先に回

付され１２月２８日に電算処理することとされた一部の磁気テープについ

て、委託業者において入力漏れ。（委託業者の作業指示漏れ。）  

〔平成２４年〕 

２月 ６日 機構から年金額をお知らせする「年金振込通知書」を対象の年金受給者へ

発送開始。 

２月１０日 所得税の源泉徴収に関する問い合わせが例年より多いことから調査を実施
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したところ、１２月５日に回付された一部の磁気テープについて、委託業

者において入力漏れであることが判明。 

原因の詳細究明、影響調査や対象者特定、対応策の検討を開始。 

２月１３日 システム処理誤りにより、所得税の過徴収が発生したことを公表。 

再発防止のため、事務処理の是正措置を緊急実施。（～１５日） 

２月１６日 対象の年金受給者へお詫び状を発送開始。 

① 対象者数 71,083人  

② ２月定期支払において本来額より多く源泉徴収された税額  

・総額 約 17 億円  

２月２２日 調査委員会を設置。 

３月１５日 ３月の年金随時支払で、過徴収された所得税についてお支払い。 

 

４ 評価 

今回の処理誤りは、予定外に事前に回付された磁気テープについて、本来

の処理予定日に処理することとされたにもかかわらず、処理当日において、

委託業者による作業指示がなされなかったことに起因し、入力漏れを起こし

てしまったものであり、次の点が主な原因である。 

① スケジュール変更（予定外の事前回付）に対するルールがなかったこと 

② 回付票が処理誤りを発生させかねない様式であったこと 

③ 委託業者における作業連絡ミス及び作業確認が不徹底であったこと 

また、処理誤りに対する事後対応として、各作業が順次行われたことを確

認した。 

 

５ システム処理誤り発生に至る問題点の総括 

今回のシステム処理誤りは委託業者による作業確認の不徹底及びオペレー

タに対する作業指示漏れが直接の原因であり、責任は委託業者にあると考え

られるが、機構についても、その果たすべき委託業務の管理責任は十分では

なかった。 

 

６ 再発防止策 

今回の処理誤りに起因して、再発防止策が講じられ、実施可能なものから

改善が施されていると同時に、社会保険オンラインシステム全般の類似業務

の点検及び見直しが行われた。 

 

７ 今後に向けての提言 

機構における適正な事務処理実施、社会保険オンラインシステムの効率的

な開発及び確実な運用を目指し、次の点を今後に向けての提言とした。 

（１）システムの品質・適正性の確保 

（２）事務処理における作業ミスの防止 

（３）改善策の継続と改善 

（４）システムリスクアセスメントを活用したシステムリスク分析の実施 

（５）委託業務の品質・適正性の確保 
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＜参考図＞扶養親族等申告書の処理の流れ 
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年金受給者 

約３，５００万人 

（支払件数延べ約４，１００万件）

 

 

 

 

 

 

 

以  上 

扶養親族等申告書送付 

約７００万人 

ターンアラウンド方式（対象者に扶養親族等申告書

を送付し、必要事項を記入し提出（返送）する手続きの方式）

扶養親族等申告書 

受  理 

約６９５万人 

ＯＤＲ処理※（業者委託） 

約５９０万人 

 

対象者抽出 

（所得税の源泉徴収に該当する可能性がある者） 

提出あり 

前年申告内容と変更なし 

前年申告内容に

変更あり 

別途処理 

（業者委託）

正常読取分 *リジェクト分 

申告書を提出されない場合は課税対象

額の１０％が源泉徴収額となる。 

（提出した場合は５％） 

＜対象者＞ 

老齢・退職年金額 

６５歳以上 １５８万円以上 

６５歳未満 １０８万円以上 

提出なし 

磁気テープからの電算

入力（業者委託） 

処理漏れ 

（今回の対象） 

・約６万人  入力済 

・約７万人  処理漏れ 

（今回の対象） 

パンチ入力（業者委託） 

 
未処理 

処理が漏れた約７万人分

は、ＯＤＲ処理を行わず、

全件をリジェクト分※とし

て磁気テープを回付 
※ＯＤＲ処理：Optical Document Reader（光学ドキュメント 

読取装置）に扶養親族等申告書を読み込ませる処理。 
※ＯＤＲ処理で読み取れなかった分は、 

「リジェクト分」として、別途再入力 

などの対応を行うもの。 

２月定期支払における所得税の源泉徴収処理 

３月の年金随時支払いで対象の年金受給者に過徴収税額を支払 


